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223 韓国教会の受難と抵抗

韓
国
教
会
の
受
難
と
抵
抗 

︱︱
日
韓
併
合
か
ら
﹁
解
放
﹂
の
間
︱︱

高　
　

萬　

松

は
じ
め
に

一
九
一
〇
年
の
日
韓
併
合
条
約
か
ら
一
九
四
五
年
の
﹁
解
放
﹂
ま
で
﹆
韓
国
教
会
は
厳
し
い
状
況
に
置
か
れ
て
い
た
。
韓
国
併
合
の
目
的

は
条
約
第
四
号
に
よ
れ
ば
﹆
東
洋
の
平
和
に
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
﹆
日
韓
﹁
相
互
の
幸
福
を
増
進
し
東
洋
の
平
和
を
永
久
に
確
保
せ
ん
こ
と

を
欲
し
⎠
1
⎝

﹂﹆
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
韓
国
を
併
合
す
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
実
際
に
﹆
日
本
帝
国
主
義
は
そ
の
条
約
通
り

に
﹆
三
六
年
間
の
統
治
に
お
い
て
正
義
に
立
脚
し
﹆
東
洋
の
平
和
の
た
め
に
尽
力
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

日
本
帝
国
主
義
は
韓
国
の
キ
リ
ス
ト
教
に
対
し
て
基
本
的
に
敵
対
政
策
を
と
っ
た
と
言
え
る
。
そ
の
最
初
の
試
み
が
一
九
一
一
年
の

﹁
百
五
人
事
件
﹂
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
日
本
帝
国
主
義
の
脚
本
通
り
に
捏
造
さ
れ
た
﹆
キ
リ
ス
ト
教
を
迫
害
し
た
典
型
的
な
例
で
あ
ろ
う
。

多
く
の
キ
リ
ス
ト
者
は
受
身
と
し
て
被
害
を
受
け
る
し
か
な
か
っ
た
。
併
合
さ
れ
て
か
ら
十
年
間
は
﹁
武
断
統
治
﹂
に
よ
っ
て
韓
国
の
国
民

は
憲
兵
・
警
察
に
よ
る
恐
怖
の
下
で
生
活
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
対
す
る
爆
発
が
一
九
一
九
年
三
月
一
日
に
﹆
突
然
﹁
革

命
﹂
の
よ
う
な
形
で
現
れ
た
。
不
義
に
対
す
る
反
発
は
大
き
な
犠
牲
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
﹆
そ
の
中
で
も
教
会
は
生
き
残
っ
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た
。
一
九
三
〇
年
代
半
ば
に
な
る
と
﹆
日
本
帝
国
主
義
は
皇
民
化
政
策
に
よ
っ
て
韓
国
人
を
圧
迫
し
﹆
教
会
に
は
神
社
参
拝
を
強
要
し
た
。

そ
れ
に
最
初
に
屈
服
し
た
の
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
メ
ソ
ジ
ス
ト
教
会
で
あ
っ
た
。
長
老
教
会
も
最
初
は
反
対
し
て
い
た
が
﹆
次
第
に
強
圧

に
屈
服
し
﹆﹁
解
放
﹂
の
直
前
に
は
長
老
教
団
自
体
が
な
く
な
る
事
態
に
ま
で
至
っ
た
。
無
論
﹆
ほ
と
ん
ど
の
教
会
は
神
社
参
拝
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
神
社
参
拝
問
題
に
関
し
て
は
﹆
今
ま
で
朱ジ
ュ

基ギ
㋠
ョ
㋸徹
牧
師
が
殉
教
者
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
﹆
神
社
参
拝

反
対
運
動
を
続
け
て
い
る
最
中
に
監
獄
の
中
で
﹁
解
放
﹂
を
迎
え
﹆
出
獄
後
﹆
分
裂
さ
れ
た
韓
国
教
会
の
和
解
の
た
め
に
力
を
尽
く
し
た

李㋑

源㋒
ォ
ン

永㋵
ン

牧
師
に
関
す
る
研
究
が
近
年
公
開
さ
れ
て
い
る
。

本
稿
で
は
﹆
以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
実
態
の
把
握
に
重
点
を
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
﹆
韓
国
教
会
が
神
の
摂
理
に
よ
っ
て
上
記
の
よ
う

な
迫
害
に
も
生
き
残
っ
て
き
た
﹁
歴
史
的
実
態
﹂
に
触
れ
て
み
た
い
と
思
う
。

1　

韓
国
教
会
迫
害
史

①
合
併
初
期
の
韓
国
教
会
の
実
態

日
本
の
朝
鮮
占
領
は
一
八
七
五
年
九
月
二
〇
日
の
﹁
雲
揚
号
事
件
﹂
か
ら
始
ま
っ
た
。
日
清
戦
争
︵
一
八
九
四
年
︶
で
の
日
本
の
勝

利
に
よ
っ
て
﹆
韓
国
は
徐
々
に
日
本
の
手
中
に
入
っ
た
。
一
九
〇
五
年
の
乙
巳
保
護
条
約
の
宣
布
に
よ
っ
て
朝
鮮
の
外
交
権
が
奪
わ
れ
﹆

一
九
〇
七
年
の
正
未
七
条
約
に
よ
っ
て
軍
隊
と
警
察
が
解
散
さ
れ
た
。
一
九
一
〇
年
に
﹆
日
本
は
韓
国
を
完
全
に
合
併
し
た
。

日
韓
併
合
の
あ
っ
た
頃
﹆
韓
国
の
社
会
と
教
会
の
雰
囲
気
は
静
か
で
あ
っ
た
。
以
下
の
よ
う
な
理
由
が
考
え
ら
れ
る
。
一
九
〇
九
年
九
月

か
ら
二
ヶ
月
間
﹆
義
兵
に
対
す
る
大
規
模
の
討
伐
作
戦
が
あ
り
﹆
こ
の
影
響
で
反
発
勢
力
が
弱
ま
っ
て
い
た
。
ま
た
一
九
〇
七
年
を
基
点
に
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225 韓国教会の受難と抵抗

し
て
言
論
・
出
版
の
自
由
が
抑
圧
さ
れ
﹆
社
会
の
全
般
的
な
雰
囲
気
が
萎
縮
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
い
う
こ
と
か
ら
﹁
一
九
一
〇
年
八
月
二
九

日
は
以
外
に
静
か
で
あ
っ
た
⎠
2
⎝

﹂﹆
と
見
て
よ
い
。

当
時
の
人
々
は
﹆
初
代
大
統
領
李㋑

承㋜
ン
㋮
ン晩
に
よ
れ
ば
﹆
三
つ
の
部
類
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
⎠
3
⎝

。
一
﹆﹁
愚
か
な
人
々
﹂
で
﹆
官
憲
を
恐
れ
﹆

日
本
に
抵
抗
出
来
な
い
人
々
。
二
﹆﹁
放
蕩
な
人
々
﹂
で
﹆
形
式
的
英
雄
主
義
者
た
ち
。
三
﹆﹁
剛
直
な
人
々
﹂。
こ
の
第
三
番
目
の
部
類
に

キ
リ
ス
ト
者
が
多
く
属
し
て
い
た
。
日
本
官
吏
か
ら
の
官
職
の
要
請
に
応
じ
ず
﹆
謙
遜
に
教
会
に
奉
仕
す
る
人
々
で
あ
っ
た
。
国
権
を
喪
失

し
﹆
世
の
希
望
を
失
っ
た
人
々
が
教
会
に
魅
力
を
感
じ
﹆
そ
こ
か
ら
希
望
と
勇
気
を
見
出
そ
う
と
し
た
。

当
時
の
教
会
に
お
け
る
魅
力
的
要
素
は
何
か
。
そ
れ
は
﹁
自
由
﹂
と
﹁
力
﹂
と
﹁
団
結
力
﹂
で
あ
る
。
第
一
に
﹆
こ
こ
で
の
﹁
自
由
﹂
と

は
現
代
的
意
味
の
宗
教
的
自
由
と
は
異
な
る
限
定
的
自
由
と
言
っ
て
よ
い
。
つ
ま
り
﹆
言
論
・
集
会
の
自
由
が
抑
圧
さ
れ
て
い
た
中
で
﹆
教

会
は
唯
一
人
々
が
集
会
で
き
る
場
で
あ
っ
た
。
日
韓
併
合
後
﹆
日
本
人
の
許
可
な
し
に
韓
国
人
の
四
～
五
人
以
上
の
団
体
は
組
織
す
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
教
会
で
は
宗
教
の
自
由
を
掲
げ
﹆
比
較
的
に
人
々
を
集
め
や
す
い
。
例
え
ば
国
旗
の
掲
揚
が
禁
止
さ
れ
た
の
で

赤
十
字
の
旗
を
掲
げ
る
こ
と
や
﹆
禁
じ
ら
れ
た
国
歌
の
斉
唱
の
代
わ
り
に
賛
美
歌
を
歌
う
と
い
う
こ
と
が
で
き
た
。﹁
自
由
﹂
と
言
っ
て
も
﹆

警
察
の
監
視
の
下
で
説
教
し
﹆
説
教
内
容
に
よ
っ
て
は
﹆
説
教
者
が
警
察
に
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
韓
国
教
会
の
活
動
は
多
く
の
制
限

の
下
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

第
二
に
﹆
教
会
か
ら
は
﹁
力
﹂
が
湧
き
出
る
。
そ
れ
は
活
動
力
﹆
生
動
力
と
等
し
い
。
世
の
人
々
が
落
胆
し
﹆
希
望
を
失
っ
て
い
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
﹆
教
会
か
ら
は
活
動
力
が
出
る
。﹁
悲
し
み
の
中
で
喜
び
を
﹆
迫
害
の
中
で
力
﹂
を
得
る
根
拠
は
﹆
一
九
〇
〇
年
前
の
イ
エ
ス

の
苦
難
と
使
徒
た
ち
の
迫
害
で
あ
っ
た
。
厳
し
い
苦
難
を
耐
え
忍
ぶ
力
は
﹆
李
の
言
う
よ
う
に
﹆
歴
史
の
主
か
ら
来
る
力
で
あ
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。

第
三
に
﹆
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
力
の
凝
集
力
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
愛
の
力
で
あ
る
。
以
前
の
自
己
中
心
的
生
活
が
福
音
に
よ
っ
て

隣
人
愛
に
変
わ
る
。
教
会
は
神
の
家
族
と
し
て
﹆
神
の
愛
に
お
い
て
力
を
結
集
す
る
。
日
本
帝
国
主
義
が
教
会
を
警
戒
し
た
理
由
が
そ
こ
に
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あ
っ
た
⎠
4
⎝

。
彼
ら
の
政
策
に
非
妥
協
的
で
あ
っ
た
教
会
は
﹆
後
に
抹
殺
の
対
象
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

②
合
併
初
期
の
教
会
弾
圧

ま
ず
﹆
宗
教
政
策
を
見
よ
う
。
初
代
統
監
で
あ
る
伊
藤
博
文
は
﹆
宣
教
師
た
ち
と
の
会
合
で
﹆
次
の
よ
う
に
キ
リ
ス
ト
教
に
寛
容
な
態
度

を
示
し
て
い
る
。﹁
日
本
が
改
革
を
遂
行
し
た
時
﹆
高
位
政
治
家
た
ち
は
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
不
信
か
ら
宗
教
に
対
す
る
寛
容
政
策
に
反
対
し

た
。
し
か
し
﹆
私
は
宗
教
と
布
教
の
自
由
の
た
め
に
勇
敢
に
闘
い
﹆
そ
の
結
果
勝
利
し
た
。
私
の
理
論
は
こ
う
で
あ
る
。
文
明
と
い
う
も
の

は
道
徳
に
基
づ
き
﹆
最
高
の
道
徳
は
宗
教
に
基
づ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
﹆
宗
教
に
対
し
て
は
寛
容
な
態
度
を
取
る
べ
き

で
﹆
奨
励
す
べ
き
で
あ
る
⎠
5
⎝

﹂。
し
か
し
﹆
伊
藤
に
続
く
歴
代
朝
鮮
総
督
の
宗
教
政
策
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
。
敗
戦
後
﹆
日
本
政
府
の
関
係

者
に
よ
れ
ば
﹆
植
民
地
統
治
に
お
け
る
宗
教
政
策
は
一
貫
性
が
な
く
﹆
朝
鮮
人
救
済
と
し
て
の
宗
教
で
は
な
か
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
⎠
6
⎝

。
し

か
し
﹆
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
が
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
敵
対
政
策
と
一
貫
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

な
ぜ
﹆
日
本
帝
国
主
義
は
韓
国
教
会
を
警
戒
し
た
の
か
。
そ
れ
は
﹆
当
時
の
教
会
が
社
会
に
及
ぼ
し
た
影
響
力
が
至
大
で
あ
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
二
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
一
﹆一
九
〇
七
年
の
平
壌
大
リ
バ
イ
バ
ル
運
動
。﹁
回
心
﹂
を
伴
っ
た
そ
の
運
動
は
教
会
の
指
導
者
た
ち

だ
け
で
は
な
く
﹆
一
般
の
信
徒
た
ち
に
も
影
響
を
与
え
た
。
そ
の
結
果
﹆
教
会
内
部
は
大
き
く
聖
別
さ
れ
た
。
二
﹆
伝
道
運
動
で
あ
っ
た

一
九
〇
九
年
の
﹁
百
万
人
救
霊
運
動
﹂。
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
百
万
人
と
い
う
目
標
に
は
及
ば
な
か
っ
た
が
﹆
前
述
の
二
つ
の
運
動
で
﹆
毎
週
日

曜
日
と
水
曜
日
に
大
勢
の
人
々
が
教
会
に
集
ま
り
﹆
集
会
が
終
わ
っ
た
ら
信
徒
た
ち
が
町
々
に
散
ら
ば
っ
て
伝
道
す
る
﹆
と
い
う
よ
う
な
こ

と
が
起
こ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
運
動
が
韓
国
の
西
北
地
方
を
中
心
と
し
て
活
発
に
動
い
た
た
め
﹆
日
本
帝
国
主
義
は
平
壌
地
域
を
警
戒
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

韓
国
教
会
が
日
本
帝
国
主
義
に
よ
り
最
初
の
迫
害
を
受
け
た
の
が
﹁
百
五
人
事
件
﹂
で
あ
る
。
そ
れ
は
謀
略
に
よ
っ
て
捏
造
さ
れ
た
も
の
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227 韓国教会の受難と抵抗

で
あ
る
が
﹆
こ
こ
で
は
そ
の
全
貌
を
見
る
こ
と
は
割
愛
し
﹆
日
本
帝
国
主
義
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
敵
対
性
を
指
摘
し
た
い
。
そ
の
実

現
の
た
め
に
用
い
た
の
が
﹆
欺
瞞
と
非
人
間
的
方
法
で
あ
っ
た
。
一
言
で
﹆﹁
義
﹂
が
欠
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

﹁
百
五
人
事
件
﹂
と
は
﹆﹁
寺
内
総
督
暗
殺
陰
謀
事
件
﹂
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
を
撲
滅
す
る
た
め
の
﹆
日
本
帝

国
主
義
に
よ
る
捏
造
事
件
で
あ
る
。
韓
国
の
西
北
地
方
﹆
つ
ま
り
﹆
平
壌
地
域
を
中
心
と
し
た
地
域
は
﹆
商
工
業
勢
力
﹆
基
督
教
勢
力
が
強

か
っ
た
。
当
時
の
知
識
人
た
ち
は
そ
の
地
域
を
基
盤
と
し
て
愛
国
啓
蒙
運
動
を
展
開
し
て
い
た
。
朝
鮮
民
族
の
成
長
を
阻
止
す
る
た
め
に
﹆

ま
ず
日
本
帝
国
主
義
は
西
北
地
方
の
キ
リ
ス
ト
教
勢
力
を
掌
握
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。﹁
百
五
人
事
件
﹂
の
目
的
は
﹆﹁
偽
造
﹆
捏
造
な
ど
の

弾
圧
を
通
し
て
朝
鮮
人
の
民
族
的
成
長
を
阻
止
し
﹆
民
族
の
抵
抗
を
抹
殺
さ
せ
植
民
地
支
配
政
策
の
効
率
を
高
め
る
⎠
7
⎝

﹂
た
め
で
あ
っ
た
。
捏

造
の
内
容
は
﹆
一
九
一
〇
年
一
二
月
二
七
日
に
﹆
キ
リ
ス
ト
者
た
ち
が
中
国
と
韓
国
と
の
国
境
を
流
れ
る
鴨㋐
ブ

緑㋺
㋗

江㋕
ン

鉄
橋
竣
工
式
に
向
か
う
総

督
を
﹆
そ
の
途
中
に
あ
る
平
壌
の
北
に
あ
る
宣
川
駅
に
て
狙
撃
﹆
殺
害
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
陰
謀
で
あ
っ
た
。
一
九
一
一
年
九
月
か
ら
﹆

約
六
〇
〇
人
の
キ
リ
ス
ト
者
が
検
挙
さ
れ
た
。
そ
の
中
に
は
教
会
の
指
導
者
た
ち
﹆
宣
教
師
﹆
ま
た
キ
リ
ス
ト
教
学
校
の
学
生
も
含
ま
れ
て

い
た
。
日
本
の
警
察
は
被
疑
者
た
ち
に
七
二
種
類
の
拷
問
方
法
を
用
い
﹆
殺
人
罪
な
ど
を
負
わ
せ
た
。
拷
問
に
よ
る
嘘
の
自
白
に
よ
っ
て

一
二
三
人
が
起
訴
さ
れ
﹆
一
九
一
二
年
六
月
京
城
地
方
裁
判
所
で
開
か
れ
た
第
一
審
で
一
〇
五
人
が
有
罪
判
決
を
受
け
た
。
過
酷
な
拷
問
に

よ
っ
て
メ
ソ
ジ
ス
ト
教
会
の
全
徳
基
牧
師
な
ど
四
人
が
命
を
失
い
﹆
三
人
が
精
神
病
を
患
っ
た
⎠
8
⎝

。
判
決
途
中
﹆
取
調
べ
の
矛
盾
が
現
れ
る
の

は
当
然
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
韓
国
教
会
は
日
本
帝
国
主
義
に
よ
っ
て
何
も
せ
ず
と
も
弾
圧
を
受
け
た
。
不
義
に
対
し
て
無
力
を
感
じ
る
し
か
な
か
っ
た

当
時
﹆
何
も
で
き
な
か
っ
た
信
徒
た
ち
の
唯
一
の
希
望
は
正
義
の
神
を
待
ち
望
む
こ
と
で
あ
っ
た
。
あ
る
一
人
の
キ
リ
ス
ト
者
は
﹆
命
が
危

う
い
そ
の
時
に
﹆
次
の
よ
う
に
告
白
し
て
い
る
。﹁
間
も
な
く
私
が
監
獄
の
中
で
死
ぬ
と
し
て
も
天
国
の
義
と
同
胞
の
将
来
の
幸
福
の
た
め

に
災
い
を
受
け
る
﹂﹆﹁
信
じ
る
人
の
血
は
キ
リ
ス
ト
教
の
種
で
あ
り
﹆
義
人
の
受
け
る
迫
害
は
キ
リ
ス
ト
教
の
文
明
の
基
礎
で
あ
る
。
今
日

わ
れ
わ
れ
の
受
け
る
困
難
は
将
来
の
幸
福
の
た
め
の
も
の
で
﹆
羊
が
狼
の
群
れ
に
入
っ
て
行
く
よ
う
に
﹆
従
順
に
神
の
大
い
な
る
正
義
を
立

ky46207韓国教会d.indd   227 10.4.8   4:38:04 AM



228

て
て
﹆
来
る
世
で
権
力
を
持
っ
て
打
ち
勝
つ
⎠
9
⎝

﹂
と
祈
っ
た
。

③
教
会
が
「
結
社
」
に
及
ぼ
し
た
影
響

日
本
帝
国
主
義
が
教
会
を
敵
対
し
て
教
会
を
弾
圧
し
た
理
由
の
一
つ
に
は
﹆
教
会
の
周
り
に
﹁
秘
密
結
社
﹂
が
多
く
あ
っ
た
か
ら
だ
と
思

わ
れ
る
。
そ
の
組
織
に
は
非
暴
力
的
な
も
の
も
あ
れ
ば
﹆
暴
力
的
な
も
の
も
存
在
し
て
い
た
。
こ
こ
で
は
﹁
新
民
会
﹂
と
い
う
秘
密
結
社
を

あ
げ
て
み
よ
う
。
そ
の
目
的
は
﹆
国
の
独
立
で
あ
り
﹆
政
治
・
経
済
・
教
育
・
文
化
に
お
い
て
教
育
振
興
運
動
を
展
開
し
﹆
国
家
の
力
を
伸

ば
し
﹆
抗
日
運
動
の
力
量
を
向
上
さ
せ
る
た
め
の
組
織
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
の
大
多
数
は
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
り
﹆
約
八
〇
〇
人
規
模
で
﹆
政

治
的
秘
密
結
社
で
は
あ
る
が
﹆
真
実
と
勤
勉
を
モ
ッ
ト
ー
と
し
﹆
実
力
の
養
成
を
目
標
と
し
た
た
め
﹆
非
暴
力
的
組
織
で
あ
る
。
会
員
は
愛

国
思
想
が
強
い
人
で
選
別
さ
れ
﹆
緻
密
な
組
織
と
し
て
﹆
会
員
は
会
の
命
令
に
絶
対
服
従
す
る
と
い
う
強
力
な
秘
密
結
社
で
あ
っ
た
⎠
10
⎝

。

こ
の
﹁
新
民
会
﹂
が
﹁
秘
密
結
社
﹂
と
し
て
﹁
君
主
制
﹂
を
廃
止
し
﹆﹁
共
和
国
﹂
を
建
て
よ
う
と
し
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
究
極

的
目
的
は
﹆
国
権
を
回
復
し
﹁
自
由
国
家
﹂
あ
る
い
は
﹁
自
由
独
立
国
﹂
を
建
て
﹆
そ
の
政
治
体
制
を
﹁
共
和
政
体
﹂
と
す
る
こ
と
に
あ
っ

た
。
韓
国
歴
史
上
﹆
最
初
の
画
期
的
な
も
の
で
あ
っ
た
⎠
11
⎝

。
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
期
の
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
が
連
想
さ
れ
よ
う
。
あ
る
研
究
者
は
﹆

そ
の
結
社
が
作
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
﹆
そ
の
会
長
が
ハ
ワ
イ
に
あ
っ
た
あ
る
親
睦
団
体
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
た
と
い
う
見
方
を
示
し
て
い

る
⎠
12
⎝

。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
秘
密
結
社
が
﹁
教
会
﹂
と
い
う
組
織
を
見
本
と
し
て
作
ら
れ
た
と
見
な
し
た
い
。
と
い
う
の
は
﹆
元
来
の
自

発
的
結
社
の
源
流
が
﹁
原
始
教
会
﹂
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ア
ダ
ム
ズ
︵Jam

es L. A
dam

s

︶
は
﹆
自
発
的
結
社
の
源
流
は
原
始
教
会
で
あ
る
と
見
て
い
る
。
彼
は
教
会
が
神
の
恵
み

の
業
で
あ
り
﹆
教
会
の
超
越
的
志
向
性
に
注
意
を
払
い
つ
つ
﹆
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
に
お
い
て
ヴ
ォ
ラ
ン
タ
リ
ズ
ム
が
最
初
に
原
始
教
会
に

お
い
て
表
現
さ
れ
た
と
見
て
い
る
⎠
13
⎝

。
結
社
と
し
て
の
教
会
は
﹁
新
し
い
契
約
⎠
14
⎝

﹂
を
生
み
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
﹆
伝
統
的
ユ
ダ
ヤ
教
の
民
族
の
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絆
を
超
越
し
﹆
個
人
に
新
し
い
組
織
に
お
け
る
責
任
を
与
え
た
。
同
様
に
﹆
新
民
会
に
加
入
す
る
た
め
に
は
﹁
盟
約
﹂
と
い
う
﹁
契
約
﹂
が

必
要
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
﹆
そ
の
結
社
は
﹆
契
約
に
よ
っ
て
結
ば
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
会
員
は
自
発
的
に
そ
の
結
社
の
た

め
に
全
財
産
と
命
さ
え
捧
げ
る
こ
と
も
惜
し
ま
な
か
っ
た
。
彼
ら
の
組
織
を
教
会
と
比
較
す
れ
ば
﹆
愛
国
運
動
が
福
音
と
等
し
く
﹆
独
立
国

家
が
神
の
国
と
等
し
い
。
そ
れ
ゆ
え
﹆
新
民
会
の
理
念
の
源
流
に
は
﹁
教
会
理
念
﹂
が
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

2　

三
・
一
運
動
と
キ
リ
ス
ト
教

①
背
景

一
九
一
九
年
三
月
一
日
に
日
本
帝
国
主
義
の
植
民
地
統
治
か
ら
の
独
立
運
動
が
勃
発
し
た
。
そ
れ
は
通
常
﹆﹁
三
・
一
独
立
運
動
﹂︵
本
稿

で
は
﹆﹁
三
・
一
運
動
﹂
と
略
す
︶
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
世
界
史
的
に
見
れ
ば
三
・
一
運
動
は
﹆
第
一
次
世
界
大
戦
中
に
行
な
わ
れ
た
ウ
ィ

ル
ソ
ン
の
演
説
﹆
つ
ま
り
﹆
一
四
か
条
の
民
族
自
決
主
義
の
影
響
に
よ
る
。
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
﹁
民
族
自
決
﹂
と
い
う
用
語
の
意
味
に
は
﹆
韓

国
が
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
が
﹆
韓
国
人
は
そ
の
言
葉
に
韓
国
の
独
立
を
期
待
し
た
。

観
点
を
日
韓
の
関
係
に
移
し
て
見
る
と
﹆﹁
朝
鮮
併
合
に
関
す
る
条
約
﹂
の
内
容
と
現
実
と
の
相
違
が
表
面
に
現
れ
て
き
た
。
そ
の
条
約

の
中
に
は
﹁
両
国
間
の
関
係
﹂
に
よ
っ
て
﹁
東
洋
平
和
を
確
保
﹂
す
る
と
い
う
目
的
が
あ
っ
た
。
初
代
朝
鮮
総
督
寺
内
正
毅
は
﹁
併
合
に
関

す
る
諭
告
﹂
に
お
い
て
﹆﹁
天
皇
陛
下
ハ
朝
鮮
ノ
安
寧
ヲ
確
実
ニ
保
障
シ
東
洋
ノ
平
和
ヲ
永
遠
ニ
維
持
ス
ル
⎠
15
⎝

﹂﹆
と
言
っ
て
い
る
。
し
か
し
﹆

そ
の
締
結
か
ら
十
年
経
過
し
た
一
九
一
九
年
の
時
代
像
は
そ
う
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
以
降
の
歴
史
は
﹁
両
国
間
の
関
係
﹂
が
不

義
に
満
ち
た
抑
圧
と
収
奪
の
関
係
に
変
わ
り
﹆﹁
東
洋
の
平
和
﹂
と
は
遥
か
に
遠
い
破
壊
と
蛮
行
と
い
う
戦
争
の
連
続
で
あ
っ
た
。
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で
は
﹆
韓
国
人
は
ど
の
よ
う
な
統
治
の
仕
方
の
下
に
置
か
れ
て
い
た
の
か
。
一
つ
は
﹁
劣
等
国
民
﹂
と
し
て
扱
わ
れ
﹆
も
う
一
つ
は
暴
力

的
統
治
の
下
に
置
か
れ
て
い
た
と
い
う
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
第
一
﹆
韓
国
人
は
﹆
朝
鮮
総
督
の
絶
対
権
力
の
下
で
﹁
劣
等
国
民
﹂
と
し
て
扱

わ
れ
て
い
た
。
合
併
の
二
ヶ
月
前
の
一
九
一
〇
年
六
月
﹆
閣
議
は
﹁
合
併
後
の
韓
国
に
対
す
る
施
政
方
針
﹂
を
次
の
よ
う
に
決
定
し
た
。
そ

こ
の
二
項
を
取
り
上
げ
る
。﹁
一
﹆
朝
鮮
に
は
当
分
の
内
﹆
憲
法
を
施
行
せ
ず
﹆
大
権
に
依
り
之
を
統
治
す
る
こ
と
。
一
﹆
総
督
は
天
皇
に

直
隷
し
﹆
朝
鮮
に
於
け
る
一
切
の
政
務
を
統
轄
す
る
の
権
限
を
有
す
る
こ
と
。
一
﹆
総
督
に
は
大
権
の
委
任
に
依
り
﹆
法
律
事
項
に
関
す
る

命
令
を
発
す
る
の
権
限
を
与
う
る
こ
と
⎠
16
⎝

﹂。
こ
の
施
政
方
針
に
よ
れ
ば
﹆
総
督
は
天
皇
大
権
に
よ
っ
て
委
任
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
。
韓
国
人

は
日
本
の
憲
法
体
制
の
下
に
統
合
さ
れ
る
が
日
本
人
と
同
様
の
﹁
国
民
﹂
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
﹆
韓
国
人
は
﹆
朝
鮮
総
督
の
意
思
に

よ
っ
て
統
治
さ
れ
る
非
常
体
制
下
の
﹁
劣
等
国
民
﹂
と
し
て
扱
わ
れ
た
の
で
あ
る
⎠
17
⎝

。
韓
国
人
は
﹆
合
併
後
か
ら
三
・
一
運
動
が
起
こ
る
ま
で

の
十
年
間
﹆﹁
人
間
と
し
て
の
基
本
的
権
利
を
剥
奪
さ
れ
﹂﹆﹁
奴
隷
﹂
の
よ
う
な
生
活
を
し
た
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
⎠
18
⎝

。

第
二
﹆
植
民
地
統
治
の
暴
力
性
で
あ
る
。
当
時
は
﹆
小
学
校
の
教
員
が
佩
剣
し
日
本
の
威
武
を
童
心
に
刻
み
つ
け
よ
う
と
し
た
。﹁
軍

事
優
先
﹂
の
統
治
方
法
の
象
徴
で
あ
ろ
う
⎠
19
⎝

。
ま
た
す
べ
て
の
政
策
は
憲
兵
警
察
制
の
下
で
執
行
さ
れ
た
。
憲
兵
の
任
務
に
は
治
安
維
持
や

他
の
行
政
的
業
務
の
遂
行
も
あ
っ
た
。
寺
内
が
﹆
元
ロ
シ
ア
公
使
館
の
武
官
出
身
﹆
明
石
元
二
郎
を
初
代
警
務
総
監
部
総
長
と
任
命
し
た

よ
う
に
﹆
韓
国
人
は
極
限
的
抑
圧
と
人
権
蹂
躙
を
感
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
憲
兵
警
察
に
よ
る
武
断
統
治
の
過
酷
さ
は
次
の
よ

う
な
統
計
が
示
し
て
い
る
。
一
九
〇
七
年
の
全
国
の
囚
人
は
四
〇
〇
人
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
が
急
速
に
増
加
し
﹆
一
九
一
一
年
に
は

一
八
﹆一
〇
〇
人
﹆
一
九
一
三
年
に
二
一
﹆四
〇
〇
人
﹆
一
九
一
八
年
に
は
八
二
﹆〇
二
一
人
と
な
る
⎠
20
⎝

。
こ
の
よ
う
な
数
値
は
﹆
一
方
で
は
総

督
政
治
の
強
圧
さ
を
示
し
﹆
他
方
で
は
韓
国
民
族
の
独
立
意
志
の
強
さ
を
表
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
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②
教
会
の
実
態
（
全
国
規
模
）

三
・
一
運
動
は
ソ
ウ
ル
か
ら
始
ま
っ
た
が
﹆
三
月
中
旬
に
な
る
と
次
第
に
全
国
的
に
拡
散
し
た
。
な
ぜ
な
ら
﹆
高
宗
の
葬
儀
に
参
加
し
た

各
地
方
の
有
力
者
た
ち
が
地
方
に
戻
り
﹆
ソ
ウ
ル
の
独
立
運
動
の
状
況
が
地
方
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
今
度

は
﹆
地
方
の
宣
教
師
た
ち
が
そ
の
地
方
で
起
き
た
独
立
運
動
の
関
連
情
報
を
本
国
に
報
告
し
﹆
そ
れ
が
世
界
各
地
に
伝
え
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
主
に
ア
メ
リ
カ
宣
教
師
た
ち
の
情
報
に
よ
っ
て
﹆
米
国
教
会
は
﹁
米
国
基
督
教
聨
合
会
東
洋
問
題
研
究
会
﹂
を
設
置
し
﹆
そ
こ
で

の
報
告
を
﹃
韓
国
の
実
態
﹄︵T

he K
orean Situation

︶
と
い
う
題
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
ま
と
め
て
出
版
し
た
⎠
21
⎝

。
そ
れ
に
よ
っ
て
三
・
一
運

動
は
世
界
各
地
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
特
に
米
国
の
四
二
教
派
の
教
会
は
韓
国
の
独
立
の
た
め
に
一
日
一
回
以
上
祈
る
こ
と
を
決
め

た
。
ま
た
全
米
国
教
会
連
合
会
は
駐
米
日
本
大
使
に
抗
議
書
を
提
出
し
﹆
ウ
ィ
ル
ソ
ン
大
統
領
に
も
建
議
書
を
提
出
し
た
⎠
22
⎝

。

こ
の
運
動
は
﹆﹁
革
命
⎠
23
⎝

﹂
の
よ
う
な
も
の
で
﹆
最
初
は
非
暴
力
か
つ
受
動
的
抵
抗
運
動
と
し
て
始
ま
っ
た
。
そ
れ
は
﹁
独
立
宣
言
文
﹂
の

朗
読
か
ら
始
ま
っ
た
が
﹆
そ
の
宣
言
文
の
署
名
者
三
三
人
は
自
ら
彼
ら
の
所
在
を
警
察
に
連
絡
し
﹆
全
員
が
拘
束
さ
れ
た
。
警
察
の
無
慈
悲

な
発
砲
﹆
軍
刀
や
銃
剣
に
刺
さ
れ
た
り
殺
さ
れ
﹆
あ
る
い
は
拘
束
さ
れ
る
と
非
人
間
的
な
拷
問
を
受
け
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
﹆
そ
の
運
動
は

約
一
年
間
持
続
し
た
。

一
九
一
八
年
一
二
月
現
在
﹆
約
一
﹆七
〇
〇
万
人
の
人
口
で
﹆
基
督
教
徒
は
二
二
万
人
⎠
24
⎝

。
逮
捕
者
は
﹆
二
八
﹆九
三
四
人
︵
一
九
一
九
年
三

月
一
日
か
ら
七
月
二
〇
日
ま
で
︶﹆
検
察
の
尋
問
を
受
け
た
人
は
一
七
﹆九
九
九
人
︵
一
九
一
九
年
三
月
一
日
か
ら
七
月
二
〇
日
ま
で
︶﹆
破

壊
さ
れ
た
教
会
が
四
一
件
に
至
る
⎠
25
⎝

。
一
九
一
九
年
一
〇
月
に
開
催
さ
れ
た
長
老
会
の
総
会
で
は
独
立
運
動
に
よ
る
被
害
状
況
が
報
告
さ
れ

た
。
総
逮
捕
者
数
が
三
﹆八
〇
四
名
﹆
逮
捕
さ
れ
た
牧
師
と
長
老
が
一
三
四
名
﹆
逮
捕
さ
れ
た
男
性
信
徒
が
二
﹆一
二
五
名
﹆
刺
殺
さ
れ
た
人

が
四
一
名
﹆
現
在
服
役
中
の
者
が
一
﹆六
四
二
名
で
あ
っ
た
⎠
26
⎝

﹆
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
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他
の
宗
教
と
の
対
比
の
た
め
に
﹆
別
の
統
計
を
参
照
し
て
み
よ
う
⎠
27
⎝

。
総
逮
捕
者
数
一
九
﹆五
二
五
名
の
内
﹆
無
宗
教
が
一
二
﹆三
一
一

名
︵
六
三
・
二
％
︶
で
あ
る
。
つ
ま
り
﹆
宗
教
を
持
っ
た
人
が
七
﹆二
一
四
名
︵
三
六
・
八
％
︶
で
あ
り
﹆
そ
の
内
﹆
天
道
教
の
教
徒

が
二
﹆二
〇
〇
名
︵
一
一
・
八
％
︶
で
あ
っ
た
の
に
﹆
長
老
教
の
会
員
が
二
﹆四
六
八
名
︵
一
二
・
六
％
︶﹆
メ
ソ
ジ
ス
ト
が
五
六
〇
名

︵
二
・
九
％
︶﹆
そ
の
他
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
の
信
者
が
三
二
〇
名
︵
一
・
八
％
︶
を
占
め
て
い
る
。
つ
ま
り
﹆
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会

の
信
徒
が
三
﹆三
四
八
名
︵
一
七
・
一
％
︶
を
占
め
て
い
る
。
こ
れ
を
見
る
と
﹆
宗
教
を
持
っ
た
人
の
半
分
が
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
の
信

徒
だ
と
い
う
結
果
と
な
る
。
す
な
わ
ち
﹆
三
・
一
運
動
に
よ
っ
て
最
も
被
害
を
受
け
た
機
関
は
教
会
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

③
教
会
の
実
態
（
地
方
別
）

民
族
代
表
三
三
人
が
独
立
宣
言
書
を
朗
読
す
る
こ
と
か
ら
三
・
一
運
動
は
始
ま
っ
た
。
三
三
人
の
内
キ
リ
ス
ト
者
が
一
六
人
で
﹆
そ
の
中

に
は
﹆
当
時
﹆
知
名
度
の
高
い
数
人
の
牧
師
﹆
長
老
も
い
た
。
キ
リ
ス
ト
者
が
そ
の
運
動
に
参
加
し
た
動
因
は
﹆
キ
リ
ス
ト
者
の
持
つ
﹁
社

会
倫
理
観
⎠
28
⎝

﹂
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
裁
判
官
の
﹁
日
韓
併
合
を
反
対
し
た
で
し
ょ
う
﹂
と
い
う
問
い
に
対
し
て
﹆
李㋑

承㋜
ン
㋫
ン薫
長
老
⎠
29
⎝

は
﹁
そ

う
で
す
。
神
様
が
教
え
て
下
さ
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
…
…
他
の
国
に
併
合
さ
れ
た
自
分
の
国
の
独
立
を
望
ま
な
い
人
が
ど
こ
に
い
る
で

し
ょ
う
か
⎠
30
⎝

﹂﹆
と
答
え
て
い
る
。
彼
は
神
か
ら
何
を
教
わ
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
﹁
正
義
﹂﹆
神
の
義
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

で
は
﹆
そ
の
実
態
を
見
よ
う
。
第
一
に
﹆
全
国
で
最
も
強
力
な
デ
モ
が
行
な
わ
れ
た
都
市
は
平
壌
で
あ
る
。
平
壌
を
中
心
と
す
る
平
安
道

地
方
で
は
一
三
九
箇
所
で
デ
モ
が
あ
っ
た
⎠
31
⎝

。
平
壌
で
は
﹆
長
老
会
の
総
会
議
長
で
あ
る
金
善
斗
牧
師
を
中
心
と
し
て
六
つ
の
教
会
が
聨
合

し
﹆
皇
帝
高
崇
の
追
悼
礼
拝
を
捧
げ
た
。
そ
の
後
﹆
金
牧
師
が
約
三
﹆〇
〇
〇
人
の
信
徒
の
前
で
独
立
宣
言
書
を
朗
読
す
る
と
﹆
信
徒
た
ち

は
デ
モ
行
進
し
た
⎠
32
⎝

。
金
牧
師
は
﹆﹁
自
由
を
求
め
た
百
年
の
生
は
﹆
拘
束
さ
れ
た
一
千
年
の
生
に
ま
さ
る
﹂
と
い
う
趣
旨
の
演
説
を
し
﹆
万

歳
運
動
を
主
導
し
た
罪
に
問
わ
れ
て
﹆
一
年
半
の
刑
を
受
け
た
。
金
牧
師
だ
け
で
は
な
く
﹆
平
壌
長
老
教
神
学
校
の
学
生
五
人
も
寮
で
逮
捕
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さ
れ
﹆
笞
刑
を
受
け
た
と
い
う
報
告
が
あ
る
⎠
33
⎝

。
が
﹆
実
際
報
告
さ
れ
て
い
な
い
学
生
も
大
勢
い
た
で
あ
ろ
う
。
長
老
教
平
壌
支
部
の
報
告
に

よ
れ
ば
﹆
平
壌
地
域
で
は
三
四
七
名
が
逮
捕
さ
れ
﹆
二
三
六
名
が
笞
刑
を
受
け
﹆
一
一
一
名
が
投
獄
さ
れ
﹆
一
三
名
が
殺
害
﹆
も
し
く
は
﹆

拷
問
を
受
け
て
死
ん
だ
。
二
六
の
教
会
が
閉
鎖
さ
れ
﹆
一
九
の
教
会
が
警
察
﹆
憲
兵
﹆
軍
人
に
よ
っ
て
毀
損
し
た
⎠
34
⎝

。

第
二
に
﹆
韓
国
の
﹁
母
な
る
教
会
﹂
と
呼
ば
れ
て
お
り
﹆
長
老
教
会
と
し
て
最
初
に
組
織
さ
れ
た
﹆
ソ
ウ
ル
の
セ
ム
ナ
ン
教
会
を
見
よ

う
。
こ
の
教
会
で
は
万
歳
運
動
に
消
極
的
で
あ
っ
た
。﹁
イ
エ
ス
を
信
じ
る
と
い
う
言
葉
と
独
立
運
動
に
参
加
す
る
と
い
う
言
葉
が
﹆
韓
国

で
は
同
義
語
⎠
35
⎝

﹂
と
通
用
さ
れ
て
い
た
時
代
﹆
セ
ム
ナ
ン
教
会
が
消
極
的
で
あ
っ
た
の
は
﹆
長
老
教
会
に
お
け
る
三
・
一
運
動
の
準
備
が
平
壌

な
ど
の
西
北
地
方
を
中
心
に
し
て
行
な
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
ソ
ウ
ル
で
は
メ
ソ
ジ
ス
ト
教
会
が
中
心
と
な
っ
て
い
た
⎠
36
⎝

。
ま
た
﹆
上
記
以
外

に
﹆
セ
ム
ナ
ン
教
会
内
部
の
問
題
﹆
例
え
ば
牧
師
の
政
治
観
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
⎠
37
⎝

。

第
三
に
﹆
慶
尚
北
道
地
域
を
見
よ
う
。
そ
こ
は
韓
国
の
中
南
部
地
域
と
し
て
﹆
ア
メ
リ
カ
北
長
老
会
の
教
会
が
多
く
建
て
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
中
心
に
大デ

グ邱
﹆
地
方
に
安㋐
ン

東ド
ン

と
い
う
町
が
あ
る
。
ソ
ウ
ル
で
の
万
歳
運
動
は
即
時
﹆
大
邱
に
伝
え
ら
れ
た
。
大
邱
で
一
番
歴
史
の
古

い
﹆
第
一
教
会
が
独
立
運
動
事
務
所
の
役
割
を
担
っ
た
。
牧
師
﹆
長
老
﹆
ミ
ッ
シ
ョ
ン
・
ス
ク
ー
ル
の
学
生
た
ち
が
教
会
の
近
く
の
市
場
に

集
ま
り
﹆
李
萬
集
牧
師
の
主
導
で
独
立
宣
言
文
を
朗
読
し
﹆
万
歳
運
動
を
し
た
⎠
38
⎝

。
李
の
﹁
今
こ
そ
韓
国
が
独
立
で
き
る
時
で
す
。
各
自
は
朝

鮮
が
独
立
で
き
る
よ
う
に
万
歳
し
ま
し
ょ
う
﹂
と
い
う
叫
び
に
﹆
約
一
﹆〇
〇
〇
人
が
呼
応
し
た
。
そ
こ
に
お
い
て
も
警
察
の
鎮
圧
が
報
告

さ
れ
て
い
る
。
李
牧
師
ら
一
四
一
人
が
拘
束
さ
れ
た
⎠
39
⎝

。
次
に
見
た
い
の
が
安
東
地
域
で
あ
る
。
こ
の
地
域
で
は
朝
鮮
時
代
か
ら
の
名
門
の
儒

家
が
あ
り
﹆
当
時
の
知
識
人
グ
ル
ー
プ
を
形
成
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
安
東
地
域
に
礼
安
と
い
う
小
さ
な
町
が
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
田
舎
の
町
に
も
独
立
運
動
が
起
こ
っ
た
。
礼
安
に
は
趙
修
人
と
い
う
儒
教
の
指
導
者
が
い
た
。
彼
が
三
月
八
日
に
天
道
教
の
教
祖
﹆
孫㋞
ン

炳ビ
ョ
ン
㋪煕
か
ら
手
紙
を
受
け
﹆
独
立
運
動
を
決
心
す
る
。
そ
し
て
後
述
す
る
李
源
永
ら
と
相
談
し
﹆
三
月
一
七
日
に
そ
の
運
動
を
行
な
う
と
決
め

る
。
デ
モ
隊
の
行
動
に
つ
い
て
﹆﹁
三
月
十
七
日
午
後
三
時
三
十
分
頃
約
二
﹆
三
十
人
名
ノ
一
団
ハ
邑
内
後
方
宣
城
山
ニ
上
リ
同
高
地
ニ
ア

リ
シ
御
大
典
紀
念
碑
ヲ
倒
ス
ト
同
時
ニ
韓
国
独
立
万
歳
ヲ
高
唱
…
…
シ
示
威
運
動
ヲ
開
始
セ
ル
ヲ
以
テ
直
ニ
首
謀
者
以
下
十
五
名
ヲ
逮
捕
シ
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テ
…
…
解
散
ヲ
命
ス
ル
モ
応
セ
ス
群
姿
ハ
刻
々
増
加
シ
其
数
約
一
千
五
百
ト
ナ
リ
⎠
40
⎝

﹂
と
警
察
は
把
握
し
て
い
た
。

④
三
・
一
運
動
の
結
果

三
・
一
運
動
の
結
果
を
一
言
で
断
言
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
政
治
的
に
は
﹆
朝
鮮
総
督
府
が
そ
の
時
点
ま
で
﹁
武
断
統
治
﹂
を
行
な
っ
た

が
﹆
以
降
﹁
文
化
政
治
﹂
に
変
え
る
と
い
う
施
政
方
針
を
示
し
た
。
が
﹆
後
ほ
ど
そ
れ
は
欺
瞞
的
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

て
い
る
。
韓
国
側
で
見
る
と
﹆
こ
の
運
動
は
大
韓
民
国
政
府
の
正
統
性
を
与
え
る
結
果
を
も
た
ら
し
た
。
つ
ま
り
﹆
こ
の
運
動
に
よ
っ
て
﹆

一
九
一
九
年
冬
﹆
上
海
で
大
韓
民
国
臨
時
政
府
が
創
設
さ
れ
﹆
李
承
晩
が
初
代
大
統
領
に
就
任
さ
れ
る
⎠
41
⎝

。
大
韓
民
国
の
憲
法
は
次
の
よ
う
に

三
・
一
運
動
を
継
承
し
て
い
る
。﹁
悠
久
な
る
歴
史
と
伝
統
に
輝
く
わ
が
大
韓
民
国
は
﹆
三
・
一
運
動
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
大
韓
民
国
臨

時
政
府
の
法
統
⎠
42
⎝

﹂
で
あ
る
。

で
は
三
・
一
運
動
は
教
会
に
は
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か
。
当
時
韓
国
で
は
歩
い
て
い
る
人
が
警
察
の
﹁
キ
リ
ス
ト
教
徒
な
の

か
﹂
と
い
う
検
問
に
も
し
﹁
そ
う
だ
﹂
と
答
え
る
な
ら
ば
打
た
れ
て
い
た
時
代
で
あ
っ
た
⎠
43
⎝

。
多
く
の
教
会
の
指
導
者
た
ち
は
迫
害
を
覚
悟
し

つ
つ
﹆
彼
ら
の
宗
教
的
自
由
を
高
め
る
た
め
に
そ
の
運
動
に
参
加
し
た
に
違
い
な
い
。
教
会
が
沈
黙
し
な
か
っ
た
こ
と
は
﹆
一
般
民
衆
に
対

し
て
教
会
の
よ
い
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
る
契
機
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
﹆
民
族
問
題
に
お
い
て
教
会
と
一
般
民
衆
の
共
感
帯
が
形
成
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
三
・
一
運
動
の
後
﹆
教
会
は
一
時
的
に
成
長
が
止
ま
っ
て
い
た
が
﹆
逆
に
新
し
い
信
者
が
増
え
て
い
た
の
が
次
の
よ
う
な
報
告
か
ら

窺
え
る
で
あ
ろ
う
。﹁
韓
国
の
各
教
会
が
厳
し
い
艱
難
を
受
け
指
導
者
が
監
獄
に
入
り
﹆
牧
会
者
や
導
く
者
が
不
在
の
中
﹆
新
し
い
指
導
者

が
出
て
教
会
が
前
進
し
て
い
ま
す
。
ま
た
﹆
監
獄
に
お
い
て
［
キ
リ
ス
ト
］
を
信
じ
よ
う
と
決
心
し
た
人
々
が
監
獄
を
出
て
か
ら
日
曜
日
を

守
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
新
し
く
教
会
が
二
箇
所
増
え
﹆
礼
拝
堂
を
大
き
く
建
築
し
た
教
会
が
五
箇
所
﹆
伝
道
費
は
以
前
よ
り
六

倍
増
え
ま
し
た
⎠
44
⎝

﹂
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
﹆
そ
の
運
動
は
地
方
の
教
会
に
も
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
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3　

神
社
参
拝
と
キ
リ
ス
ト
教

①
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
弾
圧

日
韓
併
合
以
前
に
も
日
本
の
神
社
が
朝
鮮
に
十
三
社
あ
り
⎠
45
⎝

﹆
そ
れ
ら
は
朝
鮮
の
各
地
域
に
居
住
す
る
日
本
人
の
崇
敬
の
対
象
と
な
っ
た
。

ソ
ウ
ル
南
山
に
も
朝
鮮
神
宮
が
建
て
ら
れ
た
が
﹆
そ
れ
は
朝
鮮
総
督
府
が
﹁
国
風
移
植
の
大
本
と
し
て
﹆
内
鮮
人
の
共
に
崇
敬
す
る
事
の
出

来
る
神
祇
を
勧
請
し
て
﹆
半
島
住
民
の
報
本
反
始
の
誠
を
致
さ
せ
﹆
内
鮮
融
和
を
図
る
の
は
﹆
朝
鮮
統
治
上
最
も
緊
要
の
事
と
し
て
⎠
46
⎝

﹂﹆
計

画
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
一
九
二
五
年
に
天
照
大
神
と
明
治
天
皇
が
祭
神
と
し
て
鎮
座
さ
れ
た
。
一
九
三
〇
年
代
に
な
る
と
神
社
参
拝
の

強
要
が
激
し
く
な
っ
た
。

最
初
に
神
社
参
拝
が
強
要
さ
れ
た
の
は
平
壌
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
・
ス
ク
ー
ル
で
あ
っ
た
。
元
台
湾
総
督
で
あ
っ
た
安
武
が
平
安
南
道
知
事

と
な
っ
て
﹆
平
壌
の
春
季
皇
霊
祭
の
祭
礼
に
各
学
校
の
生
徒
の
出
席
を
要
求
し
た
。
ま
た
一
九
三
五
年
一
一
月
一
四
日
﹆
安
武
は
道
内
の

公
・
私
立
中
等
学
校
の
校
長
会
議
を
招
集
し
﹆
開
会
の
際
﹆
彼
ら
に
平
壌
神
社
の
参
拝
を
命
じ
た
⎠
47
⎝

。
イ
エ
ス
以
外
の
神
に
参
拝
す
る
こ
と
は

キ
リ
ス
ト
の
戒
め
に
反
す
る
こ
と
だ
と
﹆
尹
山
温
︵G

. S. M
cC

une
︶
ら
は
そ
れ
を
拒
否
し
た
。
安
武
は
そ
の
問
題
を
総
督
府
に
報
告
し
﹆

一
九
三
八
年
二
月
ま
で
﹆
北
長
老
会
経
営
の
八
校
の
中
等
学
校
と
南
長
老
会
経
営
の
一
〇
校
の
学
校
が
閉
鎖
さ
れ
た
。

一
九
三
七
年
に
日
中
戦
争
が
勃
発
し
﹆
一
九
三
八
年
に
な
る
と
﹆
戦
争
の
拡
大
に
伴
っ
て
朝
鮮
は
帝
国
の
兵
站
基
地
化
さ
れ
た
。
非
常
時

局
の
体
制
下
﹆
総
督
府
は
キ
リ
ス
ト
教
が
事
態
に
冷
淡
だ
と
判
断
し
﹆
一
九
三
八
年
二
月
に
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
﹁
指
導
対
策
﹂
を
発
表

し
た
⎠
48
⎝

。
そ
の
内
容
に
は
﹆
時
局
認
識
を
徹
底
さ
せ
る
た
め
に
キ
リ
ス
ト
教
指
導
者
た
ち
の
座
談
会
を
実
施
す
る
と
い
う
こ
と
﹆
そ
し
て
次
の
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よ
う
な
具
体
策
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
﹆
教
会
堂
へ
の
国
旗
掲
揚
塔
の
設
置
﹆
国
旗
に
対
す
る
敬
礼
﹆
東
方
遥
拝
﹆
国
歌
奉
唱
﹆

皇
国
臣
民
誓
詞
の
斉
唱
の
実
施
﹆
一
般
イ
エ
ス
教
徒
の
神
社
参
拝
勧
誘
﹆
賛
美
歌
﹆
祈
祷
文
﹆
説
教
な
ど
の
検
閲
強
化
な
ど
で
あ
る
⎠
49
⎝

。
東

方
遥
拝
と
は
天
皇
の
居
る
東
京
に
向
け
て
最
敬
礼
を
表
す
こ
と
で
あ
る
が
﹆
そ
れ
は
朝
鮮
の
官
庁
﹆
学
校
そ
の
他
す
べ
て
の
機
関
で
行
な
わ

れ
た
。
一
九
三
八
年
一
〇
月
に
皇
国
臣
民
誓
詞
が
制
定
さ
れ
た
。
こ
れ
は
児
童
用
と
成
人
用
が
あ
る
。
皇
国
臣
民
と
し
て
君
国
に
忠
誠
を
誓

い
﹆
信
愛
協
力
す
る
こ
と
﹆
忍
苦
団
練
し
て
皇
道
を
宣
揚
し
よ
う
と
い
う
内
容
が
含
ま
れ
て
い
る
。
一
九
三
八
年
一
月
に
は
既
に
天
皇
の
写

真
は
全
学
校
に
配
布
さ
れ
﹆
総
督
府
は
そ
れ
に
礼
拝
を
強
要
し
た
の
で
あ
る
。

②
長
老
会
総
会
の
屈
服

総
督
府
は
﹆
一
九
三
八
年
の
長
老
会
総
会
で
神
社
参
拝
を
決
議
さ
せ
よ
う
と
す
る
計
画
を
立
て
た
。
つ
ま
り
各
地
で
開
か
れ
る
長
老
会

の
老
会
で
神
社
参
拝
が
可
決
さ
れ
る
よ
う
に
﹆
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
使
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
強
圧
に
よ
っ
て
﹆
全
国
で
最
大
規
模
の
平
北
老

会
［
平
安
北
道
の
老
会
と
い
う
意
味
］
が
神
社
参
拝
を
可
決
し
た
。
元
日
本
憲
兵
隊
出
身
で
あ
っ
た
金
一
善
牧
師
が
老
会
長
に
選
ば
れ
﹆
彼

の
主
導
で
可
決
さ
れ
た
。
平
北
老
会
が
神
社
参
拝
を
可
決
し
た
た
め
﹆
そ
の
余
波
は
急
速
に
全
国
に
拡
散
さ
れ
た
。
全
国
二
三
の
老
会
の

中
﹆
一
七
の
老
会
が
可
決
し
た
⎠
50
⎝

。
実
態
と
し
て
﹆
慶
尚
道
安
東
地
方
の
慶
安
老
会
を
例
に
あ
げ
よ
う
。
そ
こ
で
は
﹆
一
九
三
八
年
八
月
三
〇

日
の
臨
時
老
会
で
﹆
神
社
参
拝
が
宗
教
行
為
で
は
な
く
﹆
基
督
教
教
理
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
決
議
さ
れ
た
。
そ
し
て
老

会
は
各
教
会
に
こ
の
事
項
を
伝
え
﹆
各
教
会
は
反
対
者
を
追
放
す
る
よ
う
指
示
し
た
⎠
51
⎝

。
全
国
の
各
老
会
が
神
社
参
拝
を
可
決
し
た
状
況
下
﹆

一
九
三
八
年
九
月
九
日
﹆
平
壌
西
門
外
礼
拝
堂
で
第
二
七
回
長
老
会
総
会
が
開
催
さ
れ
た
。
出
席
者
は
所
属
二
七
老
会
︵
朝
鮮 

二
三
﹆
満

州 

四
︶
代
表
牧
師
八
八
名
﹆
長
老
八
八
名
﹆
及
び
宣
教
師
三
〇
名
総
計
二
〇
六
名
に
達
し
た
⎠
52
⎝

。
そ
こ
で
﹁
当
局
で
は
神
社
参
拝
が
宗
教
で

は
な
く
﹆
国
家
儀
式
だ
と
宣
言
し
ま
す
の
で
﹆
わ
れ
わ
れ
の
総
会
も
神
社
参
拝
を
決
定
し
ま
し
ょ
う
﹂
と
い
う
提
案
が
可
決
さ
れ
た
の
で
あ
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る
。
そ
の
後
﹆
次
の
よ
う
な
声
明
書
が
朗
読
さ
れ
た
。

我
等
は
神
社
が
宗
教
に
非
ず
且
基
督
教
の
教
理
に
反
せ
ざ
る
本
義
を
理
解
し
神
社
参
拝
が
愛
国
的
国
家
儀
式
な
る
こ
を
自
覚
す

し
た
が
っ
て
率
先
励
行
し
進
で
国
民
精
神
総
動
員
運
動
に
参
加
し
以
て
時
局
下
に
於
け
る
銃
後
皇
国
臣
民
と
し
て
赤
誠
を
尽
く

す
こ
と
を
期
す

昭
和
十
三
年
九
月
十
日　

朝
鮮
イ
エ
ス
教
長
老
会
総
会
長　

洪　

澤　

麒⎠53
⎝

上
記
声
明
文
の
朗
読
後
﹆
代
表
牧
師
二
三
人
は
平
壌
神
社
を
参
拝
し
た
。
長
老
教
会
の
完
全
な
屈
辱
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
警
察
の
工
作
の

成
功
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
﹆
警
察
当
局
は
﹆
一
九
三
五
年
以
降
問
題
と
な
っ
た
神
社
参
拝
が
完
全
に
解
決
さ
れ
た
と
見
﹆
朝
鮮
基
督
教

が
﹁
日
本
的
宗
教
⎠
54
⎝

﹂
と
し
て
新
た
に
出
発
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
喜
ん
だ
の
で
あ
る
。

③
殉
教
者
朱
基
徹
（
一
八
九
七
︱
一
九
四
四
）
牧
師

牧
師
は
神
社
参
拝
を
拒
否
し
続
け
﹆﹁
解
放
﹂
の
一
年
前
に
獄
中
で
殉
教
し
た
。
朱
は
一
八
九
七
年
一
一
月
二
五
日
に
﹆［
韓
国
南
部
］
慶

尚
南
道
昌
原
郡
熊
川
面
で
生
ま
れ
た
。
一
九
一
三
年
に
﹆
当
時
民
族
精
神
の
教
育
に
力
を
入
れ
て
い
た
五
山
学
校
で
﹆
曺ゾ 

晩㋮
ン
㋛
ッ
㋗植 

と
李㋑

承㋜
ン
㋫
ン勲

か
ら
信
仰
心
を
習
っ
た
。
若
い
時
に
﹆
一
九
一
九
年
の
三
・
一
運
動
に
も
参
加
し
﹆
一
ヶ
月
間
投
獄
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
。
彼
の
父
は
長
老

で
﹆
当
時
有
名
な
リ
バ
イ
バ
リ
ス
ト
金㋖
ン

益㋑
㋗
㋣
ゥ斗
牧
師
の
集
会
に
参
加
し
て
召
命
を
受
け
た
。
一
九
二
五
年
に
は
平
壌
神
学
校
を
卒
業
し
﹆
そ
の

後
﹆
一
五
年
間
の
牧
会
を
し
﹆
七
年
間
︵
四
回
︶
の
獄
中
生
活
を
送
っ
た
。

一
九
三
八
年
頃
に
は
神
社
で
武
運
長
久
祈
願
祭
が
行
な
わ
れ
﹆
そ
の
頃
﹆
朱
は
最
初
に
拘
束
さ
れ
た
︵
一
九
三
八
年
二
月
～
六
月
⎠
55
⎝

︶。
彼
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の
最
後
の
牧
会
地
は
平
壌
の
山㋚
ン

亭ジ
ョ
ン

峴㋪
ョ
ン

教
会
で
あ
る
。
そ
こ
は
﹆
信
徒
た
ち
が
教
会
の
閉
鎖
さ
れ
る
寸
前
ま
で
闘
っ
た
所
で
も
あ
る
。
朱
は

ど
の
よ
う
な
思
想
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
の
か
。
一
言
で
言
え
ば
﹆﹁
義
﹂
に
餓
え
渇
く
人
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
以
下
﹆
彼
の
説
教
か
ら

三
点
あ
げ
よ
う
。

第
一
﹆
朱
の
言
う
﹁
義
﹂
は
﹆
不
義
に
対
す
る
対
抗
概
念
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
朱
は
牧
師
修
養
会
に
招
か
れ
て
﹁
預
言
者
の
権

威
﹂
と
い
う
題
の
説
教
を
し
た
。
そ
れ
は
不
義
に
沈
黙
し
て
い
る
当
時
の
牧
師
た
ち
へ
の
警
告
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
し

か
し
﹁
預
言
者
エ
レ
ミ
ヤ
は
自
分
の
祖
国
ユ
ダ
が
滅
亡
し
て
い
る
の
を
見
て
涙
を
流
し
な
が
ら
悔
い
改
め
な
さ
い
と
叫
び
ま
し
た
。
な
ぜ
﹆

今
日
の
先
生
方
は
権
力
に
へ
つ
ら
い
﹆
日
本
の
太
平
盛
大
を
賛
美
し
﹆
こ
の
邪
悪
な
時
代
と
暗
い
現
実
に
妥
協
し
よ
う
と
す
る
の
で
す
か
﹂

と
語
っ
た
時
に
﹆
突
然
﹆
説
教
は
警
察
に
よ
っ
て
中
止
さ
れ
た
。
そ
の
説
教
は
預
言
者
的
声
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

第
二
﹆
朱
の
求
め
て
い
た
﹁
義
﹂
は
﹁
公
的
な
義
﹂
で
あ
っ
た
。
元
長
老
会
神
学
大
学
学
長
﹆
李㋑

鐘ジ
ョ
ン

聲㋞
ン

は
﹁
義
人
の
血
﹂
と
い
う
題
の

コ
ラ
ム
で
﹆﹁
彼
［
朱
］
は
侵
略
者
た
ち
に
神
の
公
義
を
表
す
た
め
に
闘
っ
た
⎠
56
⎝

﹂
と
述
べ
て
い
る
。
聖
書
に
﹁
神
は
﹆
一
人
の
人
か
ら
す
べ

て
の
民
族
を
造
り
出
し
て
﹆
地
上
の
至
る
と
こ
ろ
に
住
ま
わ
せ
﹆
季
節
を
決
め
﹆
彼
ら
の
居
住
地
の
境
界
を
お
決
め
に
な
り
ま
し
た
﹂︵
使

徒
言
行
録 

一
七
・
二
六
︶
と
書
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
﹆
す
べ
て
の
民
族
が
神
の
前
で
神
の
子
と
し
て
生
き
る
生
存
権
と
人
権
を
持
つ
と

解
釈
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
﹆
朱
の
闘
い
は
﹆
奪
わ
れ
た
生
存
権
と
人
権
の
獲
得
で
あ
っ
た
。
朱
は
﹁
公
的
な
義
﹂︵public 

righteousness

︶
と
い
う
理
念
を
追
求
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

第
三
﹆
朱
の
言
う
﹁
義
﹂
は
﹁
人
格
的
関
係
﹂
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
次
の
よ
う
な
朱
牧
師
の
祈
り
が
あ
る
。﹁
私
の
祈
り
は
﹆
義

に
お
い
て
生
き
﹆
義
に
お
い
て
死
ぬ
こ
と
で
す
﹂︵to live and die in righteousnes

⎠
57
⎝s

︶。
朱
は
﹆
君
臣
と
の
関
係
や
夫
婦
の
関
係
を
﹁
義
﹂

と
捉
え
﹆﹁
民
は
国
に
対
し
て
忠
節
の
義
が
あ
り
﹆
妻
は
夫
に
対
し
て
貞
節
の
義
が
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
者
は
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
の
義
が
あ

る
⎠
58
⎝

﹂﹆
と
言
う
。﹁
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
の
義
﹂
と
は
何
か
。
そ
れ
は
﹁
キ
リ
ス
ト
の
花
嫁
と
し
て
の
貞
節
⎠
59
⎝

﹂
で
あ
り
﹆
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
と

の
人
格
的
関
係
な
し
に
は
成
り
立
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
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④
李
源
永
（
一
八
八
六
︱
一
九
五
八
）
牧
師

﹁
解
放
﹂
と
共
に
﹆
神
社
参
拝
の
反
対
者
た
ち
は
出
獄
し
た
。
李㋑

源㋒
ォ
ン

永㋵
ン

牧
師
は
そ
の
代
表
的
存
在
の
一
人
で
あ
る
。
し
か
し
﹆
今
ま
で
李

の
存
在
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
が
現
状
で
あ
る
⎠
60
⎝

。
李
は
﹆
一
九
一
九
年
の
三
・
一
独
立
運
動
に
主
動
者
と
し
て
参
加

し
た
と
い
う
理
由
で
﹆
一
年
間
﹆
ソ
ウ
ル
西
大
門
刑
務
所
に
収
監
さ
れ
た
。
そ
の
中
で
キ
リ
ス
ト
教
に
改
宗
し
﹆
後
に
平
壌
神
学
校
を
卒
業

し
﹆
牧
師
と
な
り
︵
一
九
三
〇
年
一
二
月
︶﹆
慶
尚
北
道
安
東
所
在
の
西
部
教
会
な
ど
で
牧
会
し
た
。

当
時
﹆
長
老
教
会
の
総
会
さ
え
神
社
参
拝
を
認
め
た
社
会
的
状
況
の
下
で
﹆
李
は
﹆
神
社
参
拝
も
﹆
創
氏
改
名
も
﹆
東
方
遥
拝
も
す
べ
て

し
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
で
四
回
﹆
投
獄
さ
れ
た
。﹁
解
放
﹂
後
﹆
大
韓
イ
エ
ス
教
長
老
会
の
総
会
長
を
歴
任
し
た
時
﹆
当
時
の
副
総
会
長

が
永
楽
教
会
の
韓㋩
ン

景㋖
ョ
ン

職ジ
ッ
㋗

牧
師
で
あ
っ
た
。
韓
は
神
社
参
拝
を
し
た
た
め
﹆
総
会
長
に
な
れ
な
か
っ
た
が
﹆
二
人
は
神
社
参
拝
の
問
題
で
分

裂
し
て
い
た
当
時
の
教
会
の
和
解
の
た
め
に
尽
力
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
⎠
61
⎝

。
次
は
李
の
死
後
﹆
一
人
の
後
輩
牧
師
の
評
価
で
あ
る
。﹁
福

音
信
仰
﹆
教
人
之
模
本
。
聖
経
知
識
﹆
教
会
之
光
明
。
敬
虔
生
活
﹆
萬
人
之
亀
鑑
。
節
義
死
守
﹆
百
世
之
師
表
。
道
世
帰
天
﹆
聖
徒
之
栄

光
。
高
徳
嘉
行
﹆
後
人
之
道
慕
⎠
62
⎝

﹂。

当
時
の
教
会
の
実
態
は
﹆
一
言
で
言
え
ば
教
会
の
堕
落
で
あ
っ
た
。
李
源
永
の
所
属
し
た
﹃
慶
安
老
会
七
十
年
史
﹄
は
第
三
七
回
老
会

︵
一
九
四
二
年
六
月
︶
で
次
の
よ
う
に
徴
兵
制
の
祝
い
会
を
実
施
し
た
。﹁
一
同
敬
礼
﹆
宮
城
遥
拝
﹆
黙
祷
﹆
国
歌
合
唱
﹆
開
式
辞
﹆
お
祝
い

の
言
葉
︵
金
牧
師
﹆
澤
田
高
等
主
任
︶﹆
海
行
か
ば
﹆
皇
国
臣
民
誓
詞
﹆
閉
式
⎠
63
⎝

﹂。
ま
た
愛
国
心
の
向
上
の
た
め
に
時
局
講
演
会
を
開
催
し
﹆

国
民
総
力
連
盟
に
協
力
す
る
た
め
に
鍮
器
を
献
納
し
﹆
愛
国
機
献
納
の
献
金
を
し
﹆
戦
勝
祈
祷
会
が
開
催
さ
れ
た
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
当

局
は
﹆
小
さ
な
教
会
を
大
き
な
教
会
に
合
併
さ
せ
﹆
売
却
金
を
戦
争
費
用
と
し
て
強
制
的
に
奪
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。

で
は
﹆
李
源
永
が
ど
の
よ
う
な
思
想
を
持
っ
て
日
本
帝
国
主
義
と
闘
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
﹆﹁
十
字
架
信
仰
﹂
で
あ
り
﹆﹁
公
的
義
﹂
へ
の
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関
心
で
あ
る
。
第
一
に
﹆
李
に
と
っ
て
十
字
架
は
す
べ
て
の
苦
難
の
解
決
で
あ
り
﹆
答
え
で
あ
り
﹆
勝
利
の
象
徴
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
﹆
十

字
架
は
﹁
必
要
﹂﹆﹁
効
果
﹂﹆﹁
実
現
﹂﹆﹁
事
実
﹂﹆﹁
勝
利
﹂
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
⎠
64
⎝

。
第
二
に
﹆﹁
公
的
な
義
﹂
と
い
う
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。

裵
フ
ン
ジ
ク
に
よ
れ
ば
李
は
次
の
よ
う
な
思
想
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
。﹁
公
的
義
を
重
ん
じ
る
人
が
神
の
旨
に
従
順
す
る
人
で
あ
る
⎠
65
⎝

﹂﹆
と
。

実
際
﹆
李
源
永
は
﹆
一
九
四
八
年
三
月
﹆
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
第
五
章
を
本
文
に
﹆﹁
天
国
を
所
有
す
る
根
本
﹂
と
い
う
題
で
以
下
の
よ

う
に
説
教
し
た
。
す
な
わ
ち
﹆
私
的
な
こ
と
に
命
を
か
け
て
も
結
果
は
虚
無
し
か
な
い
が
﹆
公
的
な
こ
と
を
行
な
う
と
﹆
そ
の
結
果
は
人
々

に
有
益
を
与
え
る
﹆
と
。
次
の
一
句
に
は
李
の
思
想
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
。﹁
公
は
私
の
根
本
で
あ
る
⎠
66
⎝

﹂。

結
び

日
本
帝
国
主
義
の
朝
鮮
統
治
下
に
あ
っ
た
三
六
年
間
は
﹆
キ
リ
ス
ト
教
に
対
し
て
敵
対
政
策
を
と
る
こ
と
で
一
貫
し
て
い
た
。
日
韓
併
合

が
あ
っ
て
間
も
な
い
内
に
は
﹆﹁
百
五
人
事
件
﹂
を
捏
造
し
﹆
キ
リ
ス
ト
教
を
抹
殺
し
よ
う
と
し
た
。
一
九
一
九
年
の
三
・
一
運
動
に
お
い

て
も
﹆
多
く
の
教
会
や
キ
リ
ス
ト
者
た
ち
は
迫
害
を
受
け
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
一
九
三
〇
年
代
後
半
か
ら
は
皇
民
化
政
策
に
よ
っ
て
韓
国

教
会
は
神
社
参
拝
強
要
に
屈
服
し
﹆
一
九
四
〇
年
代
に
な
る
と
﹆
韓
国
の
各
教
派
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
な
く
な
り
﹆
日
本
の
教
派
の
教

団
と
合
併
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
日
本
帝
国
主
義
は
﹆
一
九
四
五
年
八
月
一
七
日
に
﹆
韓
国
の
キ
リ
ス
ト
者
約
五
〇
﹆〇
〇
〇
人
を
虐
殺
し
よ

う
と
す
る
計
画
を
立
て
た
⎠
67
⎝

。
そ
れ
は
不
義
の
極
致
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
﹆
一
九
四
五
年
八
月
一
五
日
の
﹁
解
放
﹂
に
よ
っ
て
﹆
韓
国
教
会
は

そ
の
よ
う
な
不
義
か
ら
免
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。

日
韓
併
合
か
ら
﹁
解
放
﹂
の
間
﹆
韓
国
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
は
﹆﹁
正
義
﹂
と
﹁
不
義
﹂
と
の
闘
い
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
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注

︵
1
︶ 

海
野
福
寿
﹃
韓
国
併
合
﹄
岩
波
書
店
﹆
二
〇
〇
七
年
﹆
二
三
七
頁
。

︵
2
︶ 

韓
国
基
督
教
歴
史
研
究
所
﹃
韓
国
基
督
教
の
歴
史
Ⅰ
﹄
基
督
教
文
社
﹆
二
〇
〇
八
年
﹆
三
〇
八
︱
三
〇
九
頁
。

︵
3
︶ 

李
承
晩
﹃
韓
国
教
会
迫
害
﹄C

heong M
edia, 

二
〇
〇
八
年
﹆
一
五
〇
︱
一
五
二
頁
。
李
は
一
九
一
一
年
に
プ
リ
ン
ス
ト
ン
で
国
際
政
治
学
博
士

号
を
取
得
し
た
。

︵
4
︶ 

前
掲
書
﹆
一
五
〇
頁
。

︵
5
︶ F. A

. M
cK

enzie, K
orea ’s Fight for Freedom

, Flem
ing H

. R
evell, 1920, 211.

︵
6
︶ 

大
蔵
省
管
理
局
﹃
人
の
海
外
活
動
に
関
す
る
歴
史
的
調
査
﹄
通
巻
第
四
冊
朝
鮮
編
第
三
分
冊
﹆
一
九
四
七
年
﹆
八
七
頁
。

︵
7
︶ 

尹
敬
老
﹃
百
五
人
事
件
と
新
民
会
研
究
﹄
一
志
社
﹆
一
九
九
〇
年
﹆
三
頁
。
六
〇
〇
名
を
検
挙
し
﹆
起
訴
者
一
二
三
名
の
総
刑
量
は
﹆
七
五
〇

年
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

︵
8
︶ 

尹
﹆
前
掲
書
﹆
三
五
頁
。

︵
9
︶ 

李
﹆
前
掲
書
﹆
二
二
六
︱
七
頁
。

︵
10
︶ 

金
良
善
﹁
三
・
一
運
動
と
基
督
教
界
﹂﹆﹃
三
・
一
運
動
五
〇
周
年
記
念
論
集
﹄
東
亜
日
報
社
﹆
一
九
六
九
年
﹆
二
三
七
頁
。

︵
11
︶ 

愼
鏞
廈
﹃
韓
国
民
族
独
立
運
動
史
研
究
﹄
乙
酉
文
化
社
﹆
一
九
八
五
年
﹆
二
七
頁
。

︵
12
︶ 

前
掲
書
。

︵
13
︶ 

ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ア
ダ
ム
ズ
︵Jam

es L. A
dam

s

︶﹃
自
由
と
結
社
の
思
想
︱︱
ヴ
ォ
ラ
ン
タ
リ
ー
・
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
論
を
め
ぐ
っ
て
﹄
柴
田

史
子
訳
﹆
聖
学
院
大
学
出
版
部
﹆
一
九
九
七
年
﹆
一
一
八
頁
。

︵
14
︶ 

前
掲
書
﹆
一
一
九
頁
。

︵
15
︶ ﹃
朝
鮮
総
督
諭
告
・
訓
示
集
成
Ⅰ
﹄
緑
蔭
書
房
﹆
二
〇
〇
一
年
﹆
五
頁
。
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︵
16
︶ 

海
野
﹆
前
掲
書
﹆
二
一
五
頁
。

︵
17
︶ 
李
廷
銀
﹃
三
・
一
独
立
運
動
の
地
方
示
威
に
関
す
る
研
究
﹄
国
学
資
料
院
﹆
二
〇
〇
九
年
﹆
四
一
頁
。

︵
18
︶ 
李
﹆
前
掲
書
﹆
四
〇
頁
。

︵
19
︶ 

姜
徳
相
﹁
憲
兵
政
治
下
の
朝
鮮
﹂﹆﹃
歴
史
学
研
究
﹄
三
二
一
号
﹆
青
木
書
店
﹆
一
九
六
七
年
﹆
一
頁
。

︵
20
︶ ﹃
現
代
史
資
料
25
﹄
み
す
ず
書
房
﹆
一
九
八
一
年
﹆
一
二
頁
。

︵
21
︶ ﹃
独
立
運
動
史
資
料
集
第
四
集
﹄
独
立
有
功
者
事
業
基
金
運
用
委
員
会
﹆
一
九
七
二
年
﹆
三
三
一
︱
五
〇
四
頁
を
参
照
。

︵
22
︶ 

金
良
善
﹆
前
掲
書
﹆
二
六
九
頁
。

︵
23
︶ ﹃
独
立
運
動
史
資
料
集
第
四
集
﹄﹆
四
七
三
頁
。

︵
24
︶ 

前
掲
書
。

︵
25
︶ 

前
掲
書
﹆
四
七
五
頁
。

︵
26
︶ 

前
掲
書
﹆
四
七
六
︱
四
七
七
頁
。
こ
の
数
字
は
長
老
教
会
の
み
で
あ
る
。

︵
27
︶ 

大
韓
イ
エ
ス
教
長
老
会
総
会
歴
史
委
員
会
編
﹃
大
韓
イ
エ
ス
教
長
老
教
会
史
︵
上
︶﹄
大
韓
イ
エ
ス
教
長
老
会
総
会
総
会
﹆
二
六
九
頁
。
カ
ト

リ
ッ
ク
教
徒
は
五
五
名
︵
〇
・
三
％
︶﹆
仏
教
徒
は
二
二
〇
名
︵
一
・
一
％
︶。

︵
28
︶ ﹃
大
邱
第
一
教
会
百
十
年
史 

一
八
九
三
︱
二
〇
〇
三
﹄
一
一
〇
周
年
編
纂
委
員
会
﹆
二
〇
〇
四
年
﹆
一
八
〇
頁
。

︵
29
︶ 

李
長
老
は
平
壌
の
北
部
﹆
定
州
で
五
山
学
校
を
設
立
し
﹆
青
年
た
ち
に
民
族
教
育
を
し
た
。
三
・
一
独
立
運
動
宣
言
文
に
署
名
し
た
三
三
人
の

一
人
で
あ
る
。

︵
30
︶ 

李
炳
憲
﹃
三
・
一
運
動
秘
史
﹄
時
事
時
報
社
出
版
局
﹆
一
九
五
九
年
﹆
八
〇
八
頁
。

︵
31
︶ 

朴
容
圭
﹃
平
壌
山
亭
峴
教
会
﹄
い
の
ち
の
こ
と
ば
社
﹆
二
〇
〇
六
年
﹆
一
〇
九
頁
。

︵
32
︶ ﹃
長
老
会
神
学
大
学
校
一
〇
〇
年
史
﹄
長
老
会
神
学
大
学
﹆
二
〇
〇
二
年
﹆
一
四
三
頁
。
三
月
一
日
か
ら
八
日
ま
で
警
察
に
逮
捕
さ
れ
た
人
は

四
〇
〇
人
で
﹆
そ
の
中
一
五
四
人
は
笞
刑
を
受
け
釈
放
さ
れ
﹆
四
八
人
は
検
察
に
送
ら
れ
た
。
前
掲
書
﹆
九
七
三
頁
。

︵
33
︶ 

前
掲
書
﹆
一
四
五
頁
。

︵
34
︶ 

前
掲
書
﹆
一
四
四
頁
。

︵
35
︶ ﹃
セ
ム
ナ
ン
教
会
一
〇
〇
年
史
﹄
セ
ム
ナ
ン
教
会
歴
史
編
纂
委
員
会
﹆
一
九
九
六
年
﹆
二
〇
七
頁
。
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︵
36
︶ 

前
掲
書
。

︵
37
︶ 
前
掲
書
。

︵
38
︶ ﹃
大
邱
第
一
教
会
百
十
年
史 

一
八
九
三
︱
二
〇
〇
三
﹄﹆
一
八
二
︱
一
八
三
頁
。

︵
39
︶ 

李
牧
師
は
懲
役
三
年
の
刑
を
受
け
た
。
ま
た
﹆
拷
問
を
受
け
た
結
果
﹆
李
牧
師
は
監
獄
を
出
た
後
に
健
康
を
損
な
っ
た
。

︵
40
︶ 

慶
尚
北
道
警
察
部
﹃
高
等
警
察
要
史
﹄
朝
鮮
印
刷
株
式
会
社
﹆
昭
和
九
年
﹆
二
七
頁
。﹁
紀
念
碑
﹂
は
﹁
記
念
碑
﹂
の
間
違
い
で
あ
ろ
う
。

︵
41
︶ 

金
仁
洙
﹃
韓
国
基
督
教
会
史
﹄
韓
国
長
老
教
出
版
社
﹆
二
〇
〇
二
年
﹆
二
二
四
頁
。

︵
42
︶ 

高
橋
和
之
編
﹃
世
界
憲
法
集
﹄
岩
波
文
庫
﹆
二
〇
〇
八
年
﹆
三
三
三
頁
。﹁
臨
時
政
府
の
法
統
の
継
承
﹂
と
は
﹆
国
分
典
子
に
よ
れ
ば
﹆﹁
臨
時

政
府
の
法
的
性
格
と
政
治
的
理
念
を
継
承
す
る
﹂
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
前
掲
書
﹆
三
三
四
頁
。

︵
43
︶ 

F
・
A
・
マ
ッ
ケ
ン
ジ
ー
﹃
韓
国
の
独
立
運
動
﹄
申
福
龍
訳
﹆
集
文
堂
﹆
一
九
九
九
年
﹆
二
二
五
頁
。

︵
44
︶ ﹃
大
邱
第
一
教
会
百
十
年
史 
一
八
九
三
︱
二
〇
〇
三
﹄﹆
一
八
八
頁
。

︵
45
︶ 

岩
下
伝
四
郎
﹃
大
陸
神
社
大
観
﹄
昭
和
一
六
年
﹆
大
陸
神
道
連
盟
﹆
四
二
頁
。

︵
46
︶ 

前
掲
書
﹆
五
三
頁
。

︵
47
︶ 

金
良
善
﹃
韓
国
基
督
教
史
研
究
﹄
基
督
教
文
社
﹆
一
九
七
一
年
﹆
一
七
八
頁
。

︵
48
︶ 

朝
鮮
総
督
府
警
務
局
﹃
最
近
に
於
け
る
朝
鮮
治
安
状
況
︱
昭
和
十
三
年
﹄
昭
和
五
十
三
年
﹆
三
九
〇
︱
三
九
一
頁
。

︵
49
︶ 

前
掲
書
﹆
三
九
〇
︱
三
九
一
頁
。

︵
50
︶ 

金
仁
洙
﹃
日
帝
の
韓
国
教
会
迫
害
史
﹄
大
韓
基
督
教
書
会
﹆
二
〇
〇
六
年
﹆
一
〇
三
頁
。

︵
51
︶ ﹃
慶
安
老
会
七
十
年
史
︵
一
九
二
一
～
一
九
九
一
︶﹄
慶
安
老
会
七
十
年
史
編
纂
委
員
会
﹆
一
九
九
二
年
﹆
一
八
四
頁
。

︵
52
︶ ﹃
最
近
に
於
け
る
挑
戦
治
安
状
況
︱
昭
和
十
三
年
﹄﹆
三
九
三
頁
。﹃
平
壌
老
会
史
﹄
に
よ
れ
ば
一
八
八
名
に
な
っ
て
い
る
。﹃
平
壌
老
会
史
﹄
平

壌
老
会
﹆
一
九
八
六
年
﹆
二
九
七
頁
。

︵
53
︶ ﹃
朝
鮮
イ
エ
ス
教
長
老
会
総
会
第
二
七
回
会
議
録
﹄
大
韓
イ
エ
ス
教
長
老
会
総
会
﹆
昭
和
十
四
年
﹆
九
頁
。

︵
54
︶ ﹃
最
近
に
於
け
る
挑
戦
治
安
状
況
︱
昭
和
十
三
年
﹄﹆
三
九
四
頁
。

︵
55
︶ 

二
次
収
監
︵
義
城
警
察
署
︶
一
九
三
八
年
八
月
～
一
九
三
九
年
一
月
。
三
次
収
監
︵
平
壌
警
察
署
︶
一
九
三
九
年
一
〇
月
～
一
九
四
〇
年
四
月
。

四
次
収
監
︵
総
督
府
の
神
社
参
拝
反
対
運
動
者
の
検
挙
の
時
﹆
平
壌
警
察
署
︶
一
九
四
〇
年
九
月
。
一
九
四
一
年
八
月
に
﹆
平
壌
警
察
署
か
ら

ky46207韓国教会d.indd   243 10.4.8   4:38:15 AM



244

平
壌
刑
務
所
に
移
す
。

︵
56
︶ ﹃
蘇
羊
朱
基
徹
牧
師
資
料
集
Ⅰ
︵
新
聞
記
事
一
九
六
四
～
二
〇
〇
〇
︶﹄
朱
基
徹
牧
師
記
念
事
業
会
﹆
二
〇
〇
四
年
﹆
一
九
三
頁
。

︵
57
︶ K

w
angcho C

hu, M
ore T

han C
onquerors, D

aesung, 2004, 52̶
53.

︵
58
︶ Ibid.

︵
59
︶ Ibid.

︵
60
︶ 

近
年
﹆
長
老
会
神
学
大
学
の
林㋑
㋰

煕㋪
㋗
ッ
㋗國
教
授
に
よ
る
研
究
成
果
が
公
開
さ
れ
て
い
る
。
cf.
﹃
鳳
卿
李
源
永
研
究
﹄
基
督
教
文
社
﹆
二
〇
〇
一
年
。

︵
61
︶ 

筆
者
は
﹆
李
牧
師
の
遺
品
展
示
室
︵
大
邱
市
所
在
︶
を
尋
ね
﹆
李
牧
師
の
御
令
嬢
か
ら
当
時
の
状
況
の
一
部
に
つ
い
て
伺
っ
た
こ
と
が
あ
る

︵
二
〇
〇
九
年
七
月
︶。﹁
解
放
﹂
後
﹆
韓
国
人
が
日
本
を
軽
蔑
す
る
言
葉
︵
日
本
の
奴
︶
を
使
う
と
﹆
李
は
﹆
彼
ら
に
﹁
日
本
人
﹂
と
い
う
言
葉

を
使
う
よ
う
に
教
え
た
そ
う
で
あ
る
。
李
の
人
格
を
表
す
逸
話
で
あ
ろ
う
。

︵
62
︶ 

金
ソ
ン
ニ
ョ
ン
他
編
﹃
永
遠
の
師
李
源
永
牧
師
﹄
基
督
教
文
社
﹆
二
〇
〇
一
年
﹆
二
〇
頁
。

︵
63
︶ ﹃
慶
安
老
会
七
十
年
史
︵
一
九
二
一
～
一
九
九
一
︶﹄
一
八
八
︱
一
八
九
頁
。

︵
64
︶ 

裵
興
稷
﹃
鳳
卿
李
源
永
牧
師
﹄
ボ
イ
ス
社
﹆
一
九
九
九
年
﹆
三
二
五
頁
。

︵
65
︶ 

前
掲
書
﹆
二
七
九
頁
。

︵
66
︶ ﹃
鳳
卿
李
源
永
牧
師
四
十
年
追
慕　

新
約
全
書
﹄
慶
北
印
刷
所
﹆
一
九
九
八
年
﹆
xx
頁
。

︵
67
︶ 

金
仁
洙
﹆
前
掲
書
﹆
一
八
三
頁
。
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